
○野田市道路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付規則

昭和６３年３月３１日

野田市規則第１８号

注 平成２３年５月から改正経過を注記した。

改正 平成３年６月１３日規則第２４号

平成２３年５月１９日規則第２９号

平成３１年３月２８日規則第３０号

令和４年１１月１８日規則第６２号

（目的）

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」と

いう。）第４２条第２項の規定による道路の後退部分を分筆して野田市に寄

附しようとする者及び野田市私道寄附採納要綱（昭和５７年野田市告示第４

１号。以下「採納要綱」という。）第３条に該当する道路敷地を分筆して野

田市に寄附しようとする者又は特に市長が認めた者に対し、予算の範囲内に

おいて分筆に係る測量及び登記の費用を補助することにより、道路網の整備

を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この規則において「後退部分」とは、法第４２条第２項の規定により

指定された道路で、同条第１項に規定する道路とみなされた部分のうち市が

所有権を有しない部分をいう。

（令４規則６２・一部改正）

（補助の要件）

第３条 後退部分による補助金の交付を受けることができる者は、その敷地又

は建築行為が次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

（１） 法第６条第４項の確認済証の交付を受けた建築物の敷地又はこの敷

地と同等の敷地であること。

（２） 前号に規定する敷地が法第４２条に規定する道路に接するものであ

ること。



（３） 後退部分を含めた敷地又は一団の土地の敷地が１，０００平方メー

トル未満であること。ただし、１，０００平方メートル以上で特に市長が

認める場合を除く。

（４） 後退部分について所有権を有すること。

（５） 後退部分に抵当権、賃借権及びその他所有権の移転に支障となる権

利等が存しないこと。

（６） 寄附の申込手続が適正に行われたもの

（７） 建築に関する関係法令等に違反していないもの

（８） 開発指導要綱等で無償提供を義務づけられていないものであること。

（９） 分譲を目的とする一戸建ての住宅若しくは集合住宅の建築又は宅地

の造成に伴うものでないこと。

２ 採納要綱に基づく道路敷地による補助金の交付を受けることができる者は、

採納要綱第３条に該当するものでなければならない。

（平３１規則３０・令４規則６２・一部改正）

（補助金の額）

第４条 補助金の額は、分筆に係る測量及び登記の費用に相当する額として市

長が認めるもの（その額が２０万円を超えるときは、２０万円）とする。

（令４規則６２・一部改正）

（交付の申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、道

路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出

しなければならない。

（１） 分筆に係る費用の支払明細書及び領収書の写し

（２） その他特に市長が必要と認める書類

（平３１規則３０・一部改正）

（交付の決定）



第６条 市長は、前条の規定により申請者から補助金の交付申請があった場合

は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、道路敷地寄附に係る分

筆費用補助金交付決定通知書により通知するものとする。

（平３１規則３０・一部改正）

（交付の請求）

第７条 申請者は、補助金交付の請求をする場合補助金請求書を市長に提出し

なければならない。

（平３１規則３０・一部改正）

（補助金の返還等）

第８条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項の

規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該

当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付し

た補助金の全部又は一部を返還させることができる。

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

（２） この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

（令４規則６２・全改）

（補則）

第９条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別

に定める。

（令４規則６２・一部改正）

附 則

この規則は、昭和６３年４月１日から施行し、同日以後の分筆に係る測量及

び登記の費用について適用する。

附 則（平成３年６月１３日野田市規則第２４号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行し、平成３年４月１日から適用する。

（経過措置）



２ 改正後の野田市道路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付規則の規定は、平

成３年４月１日以降の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係

る補助金については、なお従前の例による。

附 則（平成２３年５月１９日野田市規則第２９号抄）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙

については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則（平成３１年３月２８日野田市規則第３０号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和４年１１月１８日野田市規則第６２号）

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の野田市道路敷地寄附に係る分筆費用補助金交付規

則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる分筆に係る測量及び登記に

係る補助金について適用し、同日前に行われた分筆に係る測量及び登記に係

る補助金については、なお従前の例による。


